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避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流れ

内閣府防災資料より抜粋（yoshiensha.pdf）

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/yoshiensha.pdf


「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」改定のポイント（令和３年５月）

内閣府防災資料より抜粋
（202105gaiyou.pdf）

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/202105gaiyou.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/202105gaiyou.pdf


避難行動要支援者名簿の課題について
避難行動要支援者名簿の作成は進んだものの、①真に避難支援を要する者を正確に把握できていない場合があることや

②平時からの名簿情報の提供が進んでいないこと等の課題が示された。 (令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ)

➢ 要配慮者：「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」（災害対策基本法第８条第２項第15号）

➢ 避難行動要支援者：「要配慮者のうち（中略）、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を

 図るために特に支援を要するもの」（災害対策基本法第49条の10第１項）

 → 具体的な避難行動要支援者の範囲は、各市町村が地域防災計画において定めることとされている。

災害対策基本法上の定義

取組指針(※)における避難行動要支援者の範囲の考え方

➢ 高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無は、主として以下の点に着目して

判断することが想定される。

① 計画や避難指示等の災害関係情報の取得能力

② 避難の必要性や避難方法等についての判断能力

③ 避難行動を取る上で必要な身体能力

➢ 真に重点的・優先的支援が必要と認める者が掲載対象から漏れることのないよう、き

め細かく要件を定める必要がある。

 例）避難支援等関係者とされた者の判断による名簿の掲載や自ら名簿への掲載を求める

ことができる仕組 等。

※ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（令和３年５月改定）



【参考】 避難行動要支援者名簿 様式例

内閣府防災資料より抜粋（shishin0304.pdf）

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/shishin0304.pdf


避難行動要支援者名簿の掲載要件について

➢ 内閣府及び消防庁の調査(※)によると、市町村における名簿掲載要件例としては、「身体障害者」「要介護認定を受けている

者」「知的障害者」「精神障害者」等がある（いずれも９割以上の市町村が設定）。

➢ しかしながら、難病患者等を掲載要件にしている市町村の割合はまだ７割程度にとどまり、真に避難支援を要する者を掲載出

来ていない可能性が十分に考えられる。

➢ また、人口に対する名簿掲載者の割合が高い自治体も見受けられる。

県内市町村における名簿掲載要件の現状

県内市町村における名簿に掲載する者の範囲に関する調査結果
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※ 出典：避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果(令和７年６月２０日内閣府・消防庁)



避難行動要支援者名簿の精査について
近年の風水害においても高齢者や障害者の被害が多くを占めており、県内市町村では着実に取組が進んでいるものの、名簿

の精査や平常時からの名簿情報提供等、避難行動要支援者の避難の実効性確保に向けた一層の取組が求められている。

➢ 令和3年7月9日付け災対第224号にてお知らせしたとおり、医療・福祉・保健・防災等の関係部局連携のもと、災害時の避

難行動に支援を要する難病患者等を名簿掲載対象として地域防災計画等に位置づけ、名簿への掲載を進めていただくようお願

いします。

➢ なお、難病法の医療費支給認定を受けている指定難病患者及び児童福祉法の医療費支給認定を受けている小児慢性特

定疾病児童（医療的ケア児）等に係る情報については、災害対策基本法第49条の10第4項に基づき、市町村からの求めに

応じて、保健所が把握している情報の提供が可能です。ご希望やご不明な点等がありましたら、管轄保健所若しくは県疾病対策

課指定難病対策担当（難病患者）、県健康長寿課母子保健担当（医療的ケア児）あてにご連絡ください。

➢ また、令和４年12月8日付け疾第2167-2号にて県疾病対策課指定難病対策担当がお知らせしたとおり、ALS患者の情報

を人工呼吸器メーカー、県が共有し、ALS患者の安全を確保する旨の協定が日本ALS協会埼玉県支部、人工呼吸器メーカー

4社及び埼玉県の6者で令和4年8月26日に締結されました。

この協定によって、平常時から日本ALS協会埼玉県支部は、人工呼吸器を装着した在宅ALS患者から個人情報を共

有することの同意が得られた場合、その情報を埼玉県（疾病対策課及び県内保健所）、人工呼吸器メーカーと共有すること

が可能となりました（なお、令和5年4月1日に人工呼吸器メーカー1社（アイ・エム・アイ株式会社）が追加）。

難病患者等に係る支援等体制の整備について



避難行動要支援者名簿情報の事前提供について

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委

員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する

市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者（次項、第四十九条の十四第三項第一号及び第四十九

条の十五において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を

除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合

は、この限りではない。

事前の名簿情報の提供(災害対策基本法第49条の11第2項)

事前に名簿情報を提供しておくことの意義

名簿は平常時から避難支援等関係者に提供され、共有されていることで、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援や個別避難計画の策定等

に結び付くため、市町村はあらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に提供することが求められる。

県内市町村における名簿情報の事前提供の現状
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※ 出典：避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果
(令和７年６月２０日内閣府・消防庁)



【参考】 同意を得るための様式例

内閣府防災資料より抜粋（shishin0304.pdf）

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/shishin0304.pdf


避難行動要支援者名簿の事前提供の推進について

避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供促進に向けて

➢ 取組指針では、医療・福祉・保健・防災等の関係部局連携のもと、避難行動要支援者本人に郵送や個別訪問など、直接的な

働きかけを行い、名簿情報の外部提供への同意を得ることに取り組むことが必要とされています。

⇒ 福祉専門職、民生委員などを含め、日常から関係性のある人が関与することで、同意につながることがあります。

➢ 福祉専門職等の協力を得て、その本来業務の機会を捉えるなど、避難行動要支援者に自宅の災害リスク等について、ハザード

マップ等を確認していただくことや、避難支援の必要性に関する啓発活動などを通じて名簿情報の外部提供への同意を得ることも

有用です。

➢ 避難行動要支援者名簿制度の趣旨等について詳細な説明を求められた場合には、その避難行動要支援者本人に対して、その

趣旨や内容を説明し、平常時からの名簿情報の提供について意思確認を行うことが適切です。

➢ なお、避難支援等関係者への名簿情報の提供と合わせて、避難情報に関する制度改正、ハザードマップ、個別避難計画に関す

る情報などの避難支援等の実施に必要かつ有効な情報も同時に提供することが想定されます。

出典：避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（令和３年５月改定）
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